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(57)【要約】
【課題】誤入力を抑制しつつ、画面レイアウトの自由度
の低下を抑制することができる情報入力装置を提供する
。
【解決手段】情報入力装置１００は、ディスプレー２１
と、タッチセンサー２２と、制御部１０とを備える。デ
ィスプレー２１は、複数のオブジェクトを表示する。タ
ッチセンサー２２は、タッチ面がタッチされたタッチ位
置を示す信号を出力する。制御部１０は、タッチ位置を
示す信号を受信すると、タッチ位置が複数のオブジェク
トのいずれかに対応する位置であるか否かを判定し、タ
ッチ位置が複数のオブジェクトのいずれかに対応する位
置であると判定すると、タッチをタッチ操作として受け
付ける。制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、タ
ッチ面の一部を誤入力抑制領域として設定する。誤入力
抑制領域は、タッチ位置に基づいて設定される。制御部
１０は、タッチ操作が解除されたと判定すると、タッチ
位置に基づいて、誤入力抑制領域を変化させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のオブジェクトを表示するディスプレーと、
　タッチ面を有し、被検知体によって前記タッチ面がタッチされたタッチ位置を示す信号
を出力するタッチセンサーと、
　前記タッチ位置を示す信号を受信する制御部と
　を備え、
　前記制御部は、前記タッチ位置を示す信号を受信すると、前記タッチ位置が前記複数の
オブジェクトのいずれかに対応する位置であるか否かを判定し、
　前記制御部は、前記タッチ位置が前記複数のオブジェクトのいずれかに対応する位置で
あると判定すると、前記タッチをタッチ操作として受け付け、
　前記制御部は、前記タッチ操作を受け付けると、前記タッチ面の一部を誤入力抑制領域
として設定し、
　前記誤入力抑制領域は、前記被検知体による誤入力を抑制するための領域であり、
　前記誤入力抑制領域は、前記タッチ位置に基づいて設定され、
　前記制御部は、前記タッチ操作が解除されたか否かを判定し、
　前記制御部は、前記タッチ操作が解除されたと判定すると、前記タッチ位置に基づいて
、前記誤入力抑制領域を変化させる、情報入力装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記タッチ位置からの距離に基づいて、前記誤入力抑制領域を変化させ
る、請求項１に記載の情報入力装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記タッチ位置から離れる位置ほど、前記タッチ位置に対する前記タッ
チが解除されてから前記誤入力抑制領域が解除されるまでの解除時間が長くなるように、
前記誤入力抑制領域を変化させる、請求項２に記載の情報入力装置。
【請求項４】
　前記制御部は、ユーザーの手指が異なる２点間を連続して前記タッチできるタッチ速度
を学習し、前記タッチ速度に応じて解除速度を決定し、前記解除速度は、前記タッチ位置
からの距離と前記解除時間とに基づいて算出される、請求項３に記載の情報入力装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記タッチ位置に基づいて、前記タッチ面の一部に設定する前記誤入力
抑制領域の大きさ及び形状の少なくとも一方を変更する、請求項１～請求項４のいずれか
１項に記載の情報入力装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記被検知体の種類に応じて前記誤入力抑制領域を変化させる、請求項
１～請求項５のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【請求項７】
　前記被検知体は、右手の手指及び左手の手指の少なくとも一方であり、
　前記制御部は、前記被検知体が、前記右手の手指及び前記左手の手指のいずれであるか
否を判定し、
　前記制御部は、前記被検知体が前記右手の手指及び前記左手の手指のいずれかであるか
に応じて、前記タッチ面の一部に設定する前記誤入力抑制領域の大きさ及び形状の少なく
とも一方を変更する、請求項６に記載の情報入力装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記タッチ操作が解除されたと判定すると、前記被検知体が前記右手の
手指及び前記左手の手指のいずれかに応じて、前記誤入力抑制領域を変化させる、請求項
７に記載の情報入力装置。
【請求項９】
　前記誤入力抑制領域は、前記タッチの検知が前記制御部によって無効にされる、請求項
１～請求項８のいずれか１項に記載の情報入力装置。
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【請求項１０】
　前記誤入力抑制領域は、前記タッチ位置に対する前記タッチを検知する第１感度よりも
低い第２感度が設定される、請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーの意図しない入力操作の受け付けを抑制することができるタッチパネルが開示
されている。例えば、特許文献１には、メニュー等のオブジェクトの表示位置に応じて無
効領域を設定する通信端末装置が開示されている。詳しくは、特許文献１に開示の通信端
末装置は、表示パネル、タッチパネル、及び制御部を備える。制御部は、無効領域設定部
、タッチ入力座標検出部、タッチ領域判定部、及びイベント処理部を備える。無効領域設
定部は、検出無効領域を設定する。検出無効領域は、タッチパネルにおけるタッチ操作の
検出を無効にする領域を示す。検出無効領域は、メニュー画面に含まれるメニューの位置
に応じて設定される。詳しくは、検出無効領域は、ユーザー所望のオブジェクトをユーザ
ーがタッチしようとした場合に、ユーザーの手指等が誤ってタッチしてしまいやすい領域
を含むように設定される。タッチ入力座標検出部は、タッチ入力座標を検出する。タッチ
入力座標は、タッチを検出したタッチパネル上の座標を示す。タッチ領域判定部は、検出
されたタッチが有効であるか否かを判定する。詳しくは、タッチ領域判定部は、タッチ入
力座標が検出無効領域内の座標であるか否かを判定することにより、検出されたタッチが
有効であるか否かを判定する。イベント処理部は、タッチ操作が無効である場合、検出さ
れたタッチを無効化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０６３２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示の通信端末装置では、検出無効領域は、画面上のオブ
ジェクトの表示位置に応じて設定される。特許文献１に開示の通信端末装置では、検出無
効領域において検出されたタッチは無効化されるため、検出無効領域にオブジェクトを配
置することができない。即ち、オブジェクトを配置できる位置が制限される。この結果、
画面レイアウトの自由度が低下する。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑み、誤入力を抑制しつつ、画面レイアウトの自由度の低下を抑
制する情報入力装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る情報入力装置は、ディスプレーと、タッチセンサーと、制御部とを備える
。前記ディスプレーは、複数のオブジェクトを表示する。前記タッチセンサーは、タッチ
面を有する。前記タッチセンサーは、被検知体によって前記タッチ面がタッチされたタッ
チ位置を示す信号を出力する。前記制御部は、前記タッチ位置を示す信号を受信する。前
記制御部は、前記タッチ位置を示す信号を受信すると、前記タッチ位置が前記複数のオブ
ジェクトのいずれかに対応する位置であるか否かを判定する。前記制御部は、前記タッチ
位置が前記複数のオブジェクトのいずれかに対応する位置であると判定すると、前記タッ
チをタッチ操作として受け付ける。前記制御部は、前記タッチ操作を受け付けると、前記
タッチ面の一部を誤入力抑制領域として設定する。前記誤入力抑制領域は、前記被検知体
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による誤入力を抑制するための領域である。前記誤入力抑制領域は、前記タッチ位置に基
づいて設定される。前記制御部は、前記タッチ操作が解除されたか否かを判定する。前記
制御部は、前記タッチ操作が解除されたと判定すると、前記タッチ位置に基づいて、前記
誤入力抑制領域を変化させる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の情報入力装置によれば、誤入力を抑制しつつ、画面レイアウトの自由度の低下
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態１に係る情報入力装置を示す図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る情報入力装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態１に係るタッチ操作受付処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態１に係るタッチ操作有効判定処理を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の実施形態１に係る領域設定解除処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態１に係るタッチ操作の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１に係る誤入力抑制領域を示す図である。
【図８】本発明の実施形態１に係る誤入力抑制領域を示す図である。
【図９】本発明の実施形態２に係る領域範囲決定処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態２に係るタッチ操作の一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態２に係る誤入力抑制領域の一例を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態２に係る誤入力抑制領域の他例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態３に係る領域範囲決定処理を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態３に係る誤入力抑制領域の一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態３に係る誤入力抑制領域の一例を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態３に係る誤入力抑制領域の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明に係る情報入力装置の実施形態について説明する。なお
、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【００１０】
　まず、図１を参照して、本発明の実施形態に係る情報入力装置１００について説明する
。図１は、実施形態１に係る情報入力装置１００を示す図である。本実施形態において、
情報入力装置１００は、スマートフォンのような携帯型端末である。
【００１１】
　図１に示すように、情報入力装置１００は、筐体１と、タッチパネル２とを備える。本
実施形態において、筐体１は、略矩形形状である。以下、筐体１の短手方向を左右方向と
し、筐体１の長手方向を上下方向として実施形態を説明する。また、左右方向におけるタ
ッチパネル２の一方側を「右側」とし、その反対側を「左側」として実施形態を説明する
。上下方向におけるタッチパネル２の一方側を「上側」とし、その反対側を「下側」とし
て実施形態を説明する。
【００１２】
　タッチパネル２は、ユーザーによる入力操作を受け付ける。タッチパネル２は、ディス
プレー２１と、タッチセンサー２２とを有する。ディスプレー２１は、例えば、液晶ディ
スプレーである。
【００１３】
　ディスプレー２１は、各種の画面Ｇを表示する。画面Ｇは、複数のオブジェクト３０を
含む。換言すると、ディスプレー２１は、複数のオブジェクト３０を表示する。オブジェ
クト３０は、例えば、ボタン、及びアイコンである。
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【００１４】
　タッチセンサー２２は、ディスプレー２１に重ねて配置される。タッチセンサー２２は
、例えば、静電容量方式のタッチセンサーである。
【００１５】
　タッチセンサー２２は、タッチ面２２１を有する。本実施形態において、タッチ面２２
１は、略矩形形状を有する。タッチセンサー２２は、被検知体によってタッチ面２２１が
タッチされたタッチ位置を示す信号を出力する。以下、タッチ位置を示す信号を「タッチ
信号」と記載する。タッチ信号は、例えば、タッチ位置を示す座標データを含む。以下、
タッチ位置を示す座標データを「タッチ座標データ」と記載する場合がある。
【００１６】
　タッチパネル２は、タッチ面２２１が露出するように筐体１に収容される。
【００１７】
　続いて、図１及び図２を参照して、本実施形態に係る情報入力装置１００の構成につい
て更に説明する。図２は、本実施形態に係る情報入力装置１００の構成を示すブロック図
である。
【００１８】
　図２に示すように、情報入力装置１００は、記憶部９と、制御部１０とを更に備える。
【００１９】
　記憶部９は、各種のデータを記憶する。記憶部９は、ストレージデバイス及び半導体メ
モリーによって構成される。ストレージデバイスは、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓ
ｋ　Ｄｒｉｖｅ）及び／又はＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）によって構
成される。半導体メモリーは、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）及びＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を構成する。
【００２０】
　記憶部９は、例えば、ディスプレー２１に表示中の画面に関する画面情報データを記憶
する。以下、ディスプレー２１に表示中の画面を「表示画面」と記載する。画面情報デー
タは、例えば、表示画面に含まれる複数のオブジェクト３０（図１参照）の各々の位置を
示す座標データを含む。座標データは、例えば、各オブジェクト３０の始点位置を示す座
標データと、各オブジェクト３０の終点位置を示す座標データとを含む。
【００２１】
　また、記憶部９は、被検知体種別に関する被検知体種別データを記憶する。被検知体種
別は、検知体の種別を示す。被検知体は、例えば、スタイラス、ユーザーの右手、又はユ
ーザーの左手である。本実施形態において、被検知体種別データは、例えば、ユーザーが
、スタイラス、ユーザーの右手、及びユーザーの左手のいずれかを被検知体として選択す
ることにより記憶部９に記憶される。
【００２２】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のような
プロセッサーによって構成される。制御部１０は、記憶部９に記憶された制御プログラム
を実行することにより、情報入力装置１００の各部の動作を制御する。制御部１０は、例
えば、ディスプレー２１に画面Ｇを表示させる。
【００２３】
　制御部１０は、ディスプレー２１に画面Ｇを表示させる際に、タッチ面２２１の検知感
度を設定する。
【００２４】
　検知感度は、タッチ面２２１に対するタッチを、制御部１０がタッチ操作として受け付
けるための度合を示す。検知感度は、例えば、タッチ面積、タッチ時間、及びタッチ押圧
力のうちの少なくとも１つに閾値を設けることにより設定される。タッチ面積は、タッチ
面２２１におけるタッチされた部分の面積を示す。タッチ時間は、タッチ面２２１のいず
れかの部分に対するタッチが開始されてから、そのタッチが解除されるまでの時間を示す
。タッチ押圧力は、タッチ面２２１に対する押圧力を示す。
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【００２５】
　本実施形態において、タッチ面２２１の検知感度として第１感度が設定される。第１感
度には、第１面積閾値、第１時間閾値、及び第１押圧閾値が設けられている。第１面積閾
値は、タッチ操作として受け付けるタッチ面積の閾値を示す。第１時間閾値は、タッチ操
作として受け付けるタッチ時間の閾値を示す。第１押圧閾値は、タッチ操作として受け付
けるタッチ押圧力の閾値を示す。ユーザーは、第１面積閾値、第１時間閾値、及び第１押
圧力閾値の少なくともいずれかを変更することにより、検知感度を変更することができる
。
【００２６】
　また、制御部１０は、タッチセンサー２２から出力されるタッチ信号を受信する。制御
部１０は、タッチ信号を受信すると、タッチ操作受付処理を実行する。タッチ操作受付処
理において、制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェクト３０のいずれかに対応する
位置であるか否かを判定する。制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェクト３０のい
ずれかに対応する位置であると判定すると、タッチ面２２１に対するタッチをタッチ操作
として受け付ける。なお、制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェクト３０のいずれ
かに対応する位置ではないと判定すると、タッチ面２２１に対するタッチをタッチ操作と
して受け付けない。
【００２７】
　続いて、図１～図３を参照して、実施形態１に係るタッチ操作受付処理について説明す
る。図３は、実施形態１に係るタッチ操作受付処理を示すフローチャートである。
【００２８】
　図３に示すように、制御部１０は、タッチ信号に基づいて、タッチ座標データを取得す
る（ステップＳ１０１）。次いで、制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェクト３０
（図１参照）のいずれかに対応する位置であるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
詳しくは、制御部１０は、タッチ座標データによって示されるタッチ座標がオブジェクト
表示範囲内であるオブジェクト３０を探知することにより、タッチ位置が複数のオブジェ
クト３０のいずれかに対応する位置であるか否かを判定する。オブジェクト表示範囲は、
記憶部９に記憶された複数のオブジェクト３０の各々の始点位置を示す座標データと終点
位置を示す座標データとによって示される。
【００２９】
　制御部１０は、タッチ座標がオブジェクト表示範囲内であるオブジェクト３０を探知で
きない場合、タッチ位置が複数のオブジェクト３０のいずれかに対応する位置ではないと
判定する（ステップＳ１０２；Ｎｏ）。制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェクト
３０のいずれかに対応する位置ではないと判定すると、タッチ操作を受け付けることなく
タッチ操作受付処理を終了する。
【００３０】
　一方、制御部１０は、タッチ座標がオブジェクト表示範囲内であるオブジェクト３０を
探索できた場合、タッチ位置が複数のオブジェクト３０のいずれかに対応する位置である
と判定する（ステップＳ１０２；Ｙｅｓ）。制御部１０は、タッチ位置が複数のオブジェ
クト３０のいずれかに対応する位置であると判定すると（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、
タッチ位置に対するタッチをタッチ操作として受け付けて（ステップＳ１０３）、タッチ
操作受付処理を終了する。なお、制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、複数のオブ
ジェクト３０のうち、タッチ位置に対応する対応オブジェクト３０Ｃを示す情報を記憶部
９に記憶させる。
【００３１】
　制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、タッチ操作有効判定処理を実行する。タッ
チ操作有効判定処理において、制御部１０は、タッチ操作が有効であるか否かを判定する
。
【００３２】
　続いて、図１～図４を参照して、実施形態１に係るタッチ操作有効判定処理について説
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明する。図４は、実施形態１に係るタッチ操作有効判定処理を示すフローチャートである
。
【００３３】
　図４に示すように、制御部１０は、タッチ位置が誤入力抑制領域の範囲内であるか否か
を判定する（ステップＳ２０１）。誤入力抑制領域は、図５を参照して説明する領域設定
解除処理において設定される。
【００３４】
　制御部１０は、タッチ位置が誤入力抑制領域の範囲内であると判定すると（ステップＳ
２０１：Ｙｅｓ）、受け付けたタッチ操作を無効であると判定して（ステップＳ２０２）
、タッチ操作有効判定処理を終了する。
【００３５】
　一方、制御部１０は、タッチ位置が誤入力抑制領域の範囲内ではないと判定すると（ス
テップＳ２０１：Ｎｏ）、受け付けたタッチ操作が有効であると判定し（ステップＳ２０
３）、タッチ位置に対応するオブジェクト３０を特定する（ステップＳ２０４）。以下、
タッチ位置に対応するオブジェクト３０を「選択オブジェクト３０Ｓ」と記載する。本実
施形態において、制御部１０は、図３を参照して説明したタッチ操作受付処理において、
記憶部９に記憶させた対応オブジェクト３０Ｃを示す情報を参照することにより、選択オ
ブジェクト３０Ｓを特定する。制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、タ
ッチ操作有効判定処理を終了する。なお、タッチ操作有効判定処理が終了すると、対応オ
ブジェクト３０Ｃを示す情報は、記憶部９から削除される。
【００３６】
　また、制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、選択オブジェクト３０Ｓ
に対応する対応処理を実行する。詳しくは、記憶部９は、複数のオブジェクト３０の各々
と、対応処理に関する対応処理データとを関連付けて記憶している。対応処理は、複数の
オブジェクト３０の各々が選択された際に実行される処理である。対応処理データは、例
えば、制御部１０が対応処理を実行するためのコマンドを含む。制御部１０は、選択オブ
ジェクト３０Ｓを特定すると、選択オブジェクト３０Ｓに関連付けられた対応処理データ
を参照することにより、対応処理を実行する。
【００３７】
　また、制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、領域設定解除処理を実行
する。領域設定解除処理において、制御部１０は、図１を参照して説明したタッチ面２２
１の一部を誤入力抑制領域として設定する。誤入力抑制領域は、被検知体による誤入力を
抑制するための領域である。誤入力抑制領域は、タッチ位置に基づいて設定される。
【００３８】
　次に、図１～図５を参照して、実施形態１に係る領域設定解除処理について説明する。
図５は、実施形態１に係る領域設定解除処理を示すフローチャートである。
【００３９】
　図５に示すように、制御部１０は、タッチ面２２１の一部を誤入力抑制領域として設定
する（ステップＳ３０１）。次いで、制御部１０は、タッチ操作が解除されたか否かを判
定する（ステップＳ３０２）。制御部１０は、タッチ操作が解除されたと判定するまで待
機する（ステップＳ３０２：Ｎｏ）。一方、制御部１０は、タッチ操作が解除されたと判
定すると（ステップＳ３０２；Ｙｅｓ）、誤入力抑制領域を変化させる（ステップＳ３０
３）。制御部１０は、誤入力抑制領域を変化させた結果、誤入力抑制領域がタッチ面２２
１上から消滅すると、領域設定解除処理を終了する。
【００４０】
　続いて、図１～図６を参照して、実施形態１に係るタッチ操作について具体的に説明す
る。図６は、実施形態１に係るタッチ操作の一例を示す図である。詳しくは、図６は、第
１オブジェクト３１を選択する場合のタッチ操作を示す。図６において、ユーザーは、情
報入力装置１００を右手ＲＨで把持し、右手の親指Ｈ１でタッチ面２２１をタッチする。
以下、図６に示すタッチ位置を「第１タッチ位置Ｐ１」と記載する。図６では、理解を容
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易にするために、ユーザーの右手ＲＨを２点鎖線で示している。タッチ面２２１のうち、
ユーザーの右手ＲＨが重なる部分は、誤入力が発生しやすい領域である。誤入力は、ユー
ザーが意図せずにタッチ面２２１に触れてしまうことにより、タッチ信号が制御部１０へ
送信されることにより発生する。なお、図６に示す画面Ｇにおいて誤入力抑制領域は設定
されていない。
【００４１】
　図６に示すように、画面Ｇは、４つのオブジェクト３０を含む。本実施形態において、
４つのオブジェクト３０の大きさ、及び形状は略同一である。４つのオブジェクト３０は
、上下方向において異なる位置に配置される。以下、４つのオブジェクト３０を上側から
順に、「第１オブジェクト３１」、「第２オブジェクト３２」、「第３オブジェクト３３
」、及び「第４オブジェクト３４」と記載する。
【００４２】
　第２オブジェクト３２、第３オブジェクト３３、及び第４オブジェクト３４は、この順
で第１タッチ位置Ｐ１から離れている。詳しくは、第１オブジェクト３１は、上下方向に
おける中央よりも上側に配置される。第２オブジェクト３２は、上下方向における略中央
に配置される。第３オブジェクト３３は、上下方向における中央よりも下側に配置される
。第４オブジェクト３４は、第３オブジェクト３３よりも下側に配置される。詳しくは、
第４オブジェクト３４は、タッチ面２２１の下側の外縁の近傍に配置される。
【００４３】
　第１オブジェクト３１は、左右方向における中央よりも左側に配置される。第２オブジ
ェクト３２は、左右方向における略中央に配置される。第３オブジェクト３３は、左右方
向における中央よりも右側に配置される。第３オブジェクト３３は、タッチ面２２１の右
側の外縁の近傍に配置される。第４オブジェクト３４は、左右方向における中央よりも右
側に配置される。第４オブジェクト３４は、第２オブジェクト３２と第３オブジェクト３
３との間に配置される。図６に示す例では、第２オブジェクト３２、第３オブジェクト３
３、及び第４オブジェクト３４は、ユーザーの右手ＲＨと重なるため、誤って触れてして
しまう可能性が高い。
【００４４】
　図６に示すように、ユーザーが第１オブジェクト３１を選択しようとして、第１タッチ
位置Ｐ１を右手の親指Ｈ１でタッチすると、制御部１０は、タッチ操作受付処理（図３参
照）を実行する。図６に示す例において、第１タッチ位置Ｐ１は、第１オブジェクト３１
に対応する位置（第１オブジェクト３１上）である。したがって、制御部１０は、第１タ
ッチ位置Ｐ１に対するタッチをタッチ操作として受け付ける（図３のステップＳ１０３）
。
【００４５】
　制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、タッチ操作有効判定処理（図４参照）を実
行する。図６に示す例において、誤入力抑制領域は設定されていない。したがって、制御
部１０は、受け付けたタッチ操作が有効であると判定し（図４のステップＳ２０３）、第
１オブジェクト３１を選択オブジェクト３０Ｓとして特定する（図４のステップＳ２０４
）。
【００４６】
　制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、領域設定解除処理（図５参照）
を実行することにより、タッチ面２２１の一部を誤入力抑制領域に設定する。詳しくは、
制御部１０は、設定規則を参照することにより、タッチ面２２１の一部を誤入力抑制領域
に設定する。設定規則は、誤入力抑制領域を設定する際に制御部１０によって参照される
規則である。設定規則は、予め設定されて記憶部９に記憶されている。本実施形態におい
て、設定規則は、タッチ面２２１のうち、標準領域以外を誤入力抑制領域として設定する
という規則である。以下、誤入力抑制領域を、タッチ面２２１のうち、標準領域以外に設
定するという設定規則を「第１規則」と記載する。
【００４７】



(9) JP 2020-102003 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

　標準領域は、タッチ位置を含む領域である。標準領域については、図７を参照して説明
する。なお、本実施形態において、標準領域における検知感度、及び誤入力抑制領域にお
ける検知感度は、第１感度に設定される。換言すると、標準領域における検知感度と誤入
力抑制領域における検知感度とは略同じである。
【００４８】
　続いて、図１～図８を参照して、実施形態１に係る領域設定解除処理について具体的に
説明する。図７及び図８は、実施形態１に係る誤入力抑制領域Ｒ１を示す図である。詳し
くは、図７は、制御部１０が選択オブジェクト３０Ｓを特定した時点で設定される誤入力
抑制領域Ｒ１を示す。図８は、第１タッチ位置Ｐ１に対するタッチ操作が解除されてから
、所定時間が経過した後の誤入力抑制領域Ｒ１を示す。なお、図７及び図８では、理解を
容易にするために、誤入力抑制領域Ｒ１を１点鎖線で囲み、標準領域Ｒ２を２点鎖線で囲
んでいる。また、誤入力抑制領域Ｒ１を斜めハッチングで示している。
【００４９】
　図７に示すように、タッチ面２２１は、誤入力抑制領域Ｒ１と標準領域Ｒ２とを含む。
【００５０】
　標準領域Ｒ２は、第１タッチ位置Ｐ１を含む。換言すると、誤入力抑制領域Ｒ１は、第
１タッチ位置Ｐ１を囲む領域以外に設定される。図７に示す例において、標準領域Ｒ２は
、第１タッチ位置Ｐ１を中心とする略円形形状である。標準領域Ｒ２の大きさ及び形状は
予め決定されている。標準領域Ｒ２の範囲を示すデータは、記憶部９に記憶されている。
本実施形態において、標準領域Ｒ２の大きさ及び形状は、一定である。即ち、誤入力抑制
領域Ｒ１の大きさ及び形状は、一定である。
【００５１】
　第１オブジェクト３１が選択オブジェクト３０Ｓとして特定された時点において、第２
オブジェクト３２、第３オブジェクト３３、及び第４オブジェクト３４は、誤入力抑制領
域Ｒ１に含まれる。したがって、仮に右手ＲＨがタッチ面２２１に触れても第２オブジェ
クト３２、第３オブジェクト３３、及び第４オブジェクト３４に対するタッチ操作は、無
効であると判定される（図４のステップＳ２０１；Ｙｅｓ）。
【００５２】
　制御部１０は、誤入力抑制領域Ｒ１を設定すると、タッチ操作が解除されるまで待機す
る（図５のステップＳ３０２；Ｎｏ）。
【００５３】
　制御部１０は、タッチ操作が解除されたと判定すると（図５のステップＳ３０２；Ｙｅ
ｓ）、図７及び図８に示すように、第１タッチ位置Ｐ１からの距離に基づいて誤入力抑制
領域Ｒ１を変化させる（図５のステップＳ３０３）。詳しくは、制御部１０は、第１タッ
チ位置Ｐ１からの距離と、タッチ操作が解除されてからの経過時間とに応じて誤入力抑制
領域Ｒ１を標準領域Ｒ２に徐々に変化させる。換言すると、制御部１０は、第１タッチ位
置Ｐ１からの距離と、タッチ操作が解除されてからの経過時間とに応じて誤入力抑制領域
Ｒ１を徐々に解除していく。詳しくは、制御部１０は、第１タッチ位置Ｐ１からの距離に
応じて誤入力抑制領域Ｒ１が解除されるまでの時間が異なるように誤入力抑制領域Ｒ１を
標準領域Ｒ２に変化させる。具体的には、制御部１０は、標準領域Ｒ２が放射状に大きく
なるように誤入力抑制領域Ｒ１を標準領域Ｒ２に変化させる。以下、タッチ面２２１上の
特定の位置（座標）において、タッチ操作が解除されてから、誤入力抑制領域Ｒ１が標準
領域Ｒ２に変化するまでの時間を「解除時間」と記載する。制御部１０は、第１タッチ位
置Ｐ１から離れる位置ほど、解除時間が長くなるように誤入力抑制領域Ｒ１を標準領域Ｒ
２に変化させる。
【００５４】
　図８に示す例では、第２オブジェクト３２、第３オブジェクト３３、及び第４オブジェ
クト３４は、この順で誤入力抑制領域Ｒ１から標準領域Ｒ２に変化する。換言すると、第
２オブジェクト３２、第３オブジェクト３３、及び第４オブジェクト３４の順で解除時間
が長くなる。第１タッチ位置Ｐ１からの距離と解除時間との関係は、予め設定されて記憶
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部９に記憶されている。以下、第１タッチ位置Ｐ１からの距離と解除時間との関係を「解
除速度」と記載する。
【００５５】
　解除速度は、例えば、タッチ速度に応じて決定されてもよい。タッチ速度は、例えば、
ユーザーによって設定される。ユーザーは、自身のタッチ速度を測定し、測定したタッチ
速度を設定する。タッチ速度は、例えば、ユーザーの手指が、タッチ面２２１の異なる２
点間を連続してタッチできるタッチ所要時間と、異なる２点間の距離とに基づいて算出さ
れる。具体的には、タッチ速度は、異なる２点間の距離をタッチ所要時間で除算すること
により算出される。解除速度がタッチ速度に基づいて決定されることにより、次のタッチ
操作の対象のオブジェクト３０が誤入力抑制領域Ｒ１に含まれることが抑制される。換言
すると、次のタッチ操作が受け付けられなくなることが抑制される。したがって、ユーザ
ーの利便性の低下が抑制される。
【００５６】
　また、解除速度は、例えば、制御部１０が、タッチ速度を学習し、タッチ速度に応じて
解除時間を決定することにより決定されてもよい。これにより、ユーザーが自身のタッチ
速度に応じて解除時間を設定する必要が無くなる。よって、ユーザーの利便性が向上する
。
【００５７】
　以上、実施形態１について説明した。本実施形態によれば、誤入力抑制領域Ｒ１は、第
１タッチ位置Ｐ１に基づいて設定される。したがって、誤入力の発生を抑制しつつ、画面
レイアウトの自由度の低下を抑制できる。
【００５８】
　一般的に、ユーザーの手指は、タッチ位置と次のタッチ操作の対象の位置との距離が小
さい場合、次のタッチ操作の対象の位置に到達するまでに要する時間が短くなる。一方、
タッチ位置と次のタッチ操作の対象の位置との距離が大きい場合、次のタッチ操作の対象
の位置に到達するまでに要する時間が長くなる。本実施形態によれば、制御部１０は、第
１タッチ位置Ｐ１からの距離が長くなる程、解除時間が長くなるように誤入力抑制領域Ｒ
１を変化させる。したがって、誤入力の発生を抑制しつつ、次のタッチ操作が受け付けら
れなくなることが抑制される。よって、ユーザーの利便性の低下が抑制される。
【００５９】
　なお、本実施形態において、誤入力抑制領域Ｒ１における検知感度が、標準領域Ｒ２に
おける検知感度と略同じである場合を説明したが、誤入力抑制領域Ｒ１における検知感度
は、標準領域Ｒ２における検知感度（第１感度）よりも低くい第２感度に設定されてもよ
い。第２感度は、第１面積閾値、第１時間閾値、及び第１押圧力閾値のうちの少なくとも
一つが第１感度よりも高く設定される。誤入力抑制領域Ｒ１の検知感度を標準領域Ｒ２の
検知感度よりも低くすることにより、ユーザーが意図しないタッチが受け付けられること
が抑制される。この結果、誤入力の発生を抑制することができる。なお、誤入力抑制領域
Ｒ１における検知感度が第２感度に設定される場合、制御部１０は、図４を参照して説明
したタッチ操作有効判定処理を省略し得る。制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、
第１タッチ位置Ｐ１が誤入力抑制領域Ｒ１の範囲内であるか否かを判定することなく、タ
ッチ操作が有効であると判定する。
【００６０】
　また、本実施形態において、選択オブジェクト３０Ｓを特定した時点における標準領域
Ｒ２の形状及び大きさが一定である場合を説明したが、標準領域Ｒ２の形状は一定でなく
てもよい。あるいは、標準領域Ｒ２の大きさは、一定でなくてもよい。例えば、制御部１
０は、タッチ面積に応じて、標準領域Ｒ２の大きさを変更してもよい。制御部１０は、例
えば、タッチ面積に対して所定の割合の大きさとなるように標準領域Ｒ２の大きさを決定
する。この場合、選択オブジェクト３０Ｓを特定した時点において設定される誤入力抑制
領域Ｒ１の大きさは、標準領域Ｒ２の大きさに応じて変わる。
【００６１】
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　また、本実施形態において、制御部１０は、標準領域Ｒ２が放射状に大きくなるように
誤入力抑制領域Ｒ１を標準領域Ｒ２に変化させたが、誤入力が発生しやすい領域ほど遅く
誤入力抑制領域Ｒ１を標準領域Ｒ２に変化させる限り、制御部１０が誤入力抑制領域Ｒ１
を変化させる方法は、これに限定されない。制御部１０は、被検知体の種類に応じて誤入
力抑制領域Ｒ１を変化させてもよい。具体的に、制御部１０は、被検知体が右手ＲＨであ
る場合、タッチ面２２１のうち、第１タッチ位置Ｐ１よりも右側に位置する誤入力抑制領
域Ｒ１を第１タッチ位置Ｐ１よりも左側に位置する誤入力抑制領域Ｒ１よりも遅く標準領
域Ｒ２に変化させてもよい。また、制御部１０は、被検知体が左手ＬＨである場合、タッ
チ面２２１のうち、第１タッチ位置Ｐ１よりも左側に位置する誤入力抑制領域Ｒ１を第１
タッチ位置Ｐ１よりも右側に位置する誤入力抑制領域Ｒ１よりも遅く標準領域Ｒ２に変化
させてもよい。
【００６２】
［実施形態２］
　続いて、図１～図９、及び図１０を参照して、実施形態２に係る情報入力装置１００に
ついて説明する。実施形態２は、タッチ位置に応じて誤入力抑制領域が変更される点が実
施形態１と異なる。以下、実施形態２について、実施形態１と異なる事項について説明し
、実施形態１と重複する部分についての説明は割愛する。
【００６３】
　本実施形態において、制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、領域範囲
決定処理を実行する。領域範囲決定処理において、制御部１０は、タッチ位置に基づいて
、選択オブジェクト３０Ｓを特定した時点で設定する誤入力抑制領域の大きさ及び形状の
少なくとも一方を変更する。詳しくは、制御部１０は、誤入力抑制領域を設定する際に参
照する設定規則を変更することにより、設定する誤入力抑制領域の大きさ及び形状の少な
くとも一方を変更する。
【００６４】
　図９は、実施形態２に係る領域範囲決定処理を示すフローチャートである。図９に示す
ように、制御部１０は、タッチ位置の座標データを取得する（ステップＳ４０１）。次い
で、制御部１０は、タッチ位置の座標データが変更範囲内であるか否かを判定する（ステ
ップＳ４０２）。変更範囲を示すデータは、予め設定されて記憶部９に記憶されている。
変更範囲は、例えば、タッチ面２２１の４つの外縁からそれぞれ規定距離だけ内側の部分
である。
【００６５】
　制御部１０は、タッチ位置の座標データが予め定められた変更範囲内ではないと判定す
ると（ステップＳ４０２；Ｎｏ）、誤入力抑制領域の大きさ及び形状を変更することなく
、領域範囲決定処理を終了する。詳しくは、制御部１０は、実施形態１を参照して説明し
たように、第１規則を参照して、誤入力抑制領域を設定する。
【００６６】
　一方、制御部１０は、タッチ位置の座標データが予め定められた変更範囲内であると判
定すると（ステップＳ４０２；Ｙｅｓ）、誤入力抑制領域の大きさ及び形状の少なくとも
一方を変更する（ステップＳ４０３）。詳しくは、制御部１０は、誤入力抑制領域を設定
する際に参照する設定規則を変更する。本実施形態において、制御部１０は、参照する設
定規則を第１規則から第２規則に変更する。第２規則は、例えば、誤入力抑制領域を、タ
ッチ面２２１のうち、標準領域と、除外領域と以外の領域に設定するという設定規則であ
る。
【００６７】
　除外領域は、誤入力が発生する可能性が低い領域に設定される。除外領域は、例えば、
タッチ位置に応じて予め設定されて記憶部９に記憶されている。具体的には、記憶部９は
、タッチ位置の座標データと、除外領域の範囲を示すデータとを関連付けて記憶している
。除外領域の範囲を示すデータは、除外領域の始点の座標データと除外領域の終点の座標
データとを含む。制御部１０は、誤入力抑制領域を設定する際に参照する設定規則を第２
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規則に変更すると、タッチ位置の座標データに関連付けられた除外領域の範囲を示すデー
タを記憶部９から取得する。制御部１０は、除外領域の範囲を示すデータを取得すると、
除外領域の範囲を示すデータと、標準領域の範囲を示すデータとに基づいて、誤入力抑制
領域をタッチ面２２１に設定する。
【００６８】
　次に、図１～図１２を参照して、実施形態２に係るタッチ操作について具体的に説明す
る。図１０は、実施形態２に係るタッチ操作の一例を示す図である。詳しくは、図１０は
、第３オブジェクト３３を選択する場合のタッチ操作を示す。図１０に示す点ハッチング
は、図９を参照して説明した変更範囲ＲＣを示す。図１０において、ユーザーは、情報入
力装置１００を右手ＲＨで把持し、右手の親指Ｈ１でタッチ面２２１をタッチする。以下
では、図１０に示すタッチ位置を「第２タッチ位置Ｐ２」と記載する。図１０では、理解
を容易にするために、ユーザーの右手ＲＨを２点鎖線で示している。なお、図１０に示す
画面Ｇにおいて誤入力抑制領域は設定されていない。
【００６９】
　図１０に示すように、ユーザーが第３オブジェクト３３を選択しようとして、第２タッ
チ位置Ｐ２を右手の親指Ｈ１でタッチすると、制御部１０は、タッチ操作受付処理（図３
参照）を実行する。図１０に示す例において、第２タッチ位置Ｐ２は、第３オブジェクト
３３に対応する位置（第３オブジェクト３３上）である。したがって、制御部１０は、第
２タッチ位置Ｐ２に対するタッチをタッチ操作として受け付ける（図３のステップＳ１０
３）。
【００７０】
　制御部１０は、タッチ操作を受け付けると、タッチ操作有効判定処理（図４参照）を実
行する。図１０に示す例において、誤入力設定領域は設定されていない。したがって、制
御部１０は、受け付けたタッチ操作を有効であると判定し（図４のステップＳ２０３）、
第３オブジェクト３３を選択オブジェクト３０Ｓとして特定する（図４のステップＳ２０
４）。
【００７１】
　制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、領域範囲決定処理（図９参照）
を実行する。図１０に示す例において、第２タッチ位置Ｐ２は、変更範囲ＲＣに含まれる
。したがって、制御部１０は、誤入力抑制領域の大きさ及び形状の少なくとも一方を変更
する（図９のステップＳ４０３）。詳しくは、制御部１０は、誤入力抑制領域を設定する
際に参照する設定規則を変更する。具体的には、制御部１０は、誤入力抑制領域を設定す
る際に参照する設定規則を第１規則（図６参照）から第２規則に変更する。
【００７２】
　図１１は、実施形態２に係る誤入力抑制領域Ｒ１の一例を示す図である。詳しくは、図
１１は、第３オブジェクト３３が選択オブジェクト３０Ｓとして特定された時点の誤入力
抑制領域Ｒ１を示す。なお、図１１では、誤入力抑制領域Ｒ１を１点鎖線で囲み、標準領
域Ｒ２を２点鎖線で囲んでいる。また、誤入力抑制領域Ｒ１を斜めハッチングで示してい
る。
【００７３】
　図１１に示すように、タッチ面２２１は、誤入力抑制領域Ｒ１と、標準領域Ｒ２と、除
外領域Ｒ３とを含む。換言すると、誤入力抑制領域Ｒ１は、タッチ面２２１のうち、標準
領域Ｒ２と除外領域Ｒ３と以外の領域である。図１１に示す標準領域Ｒ２は、図７を参照
して説明した標準領域Ｒ２と略同じである。図１１に示す例において、除外領域Ｒ３は、
標準領域Ｒ２よりも左側及び上側の領域である。誤入力抑制領域Ｒ１は、標準領域Ｒ２よ
りも右側及び下側の領域である。詳しくは、誤入力抑制領域Ｒ１は、標準領域Ｒ２の外縁
の一部と、標準領域Ｒ２に外接する接線と、タッチ面２２１が有する４つの外縁のうち、
第２タッチ位置Ｐ２に近い２つの外縁（右側の外縁及び下側の外縁）の一部とで囲まれる
領域である。標準領域Ｒ２に外接する接線は、例えば、第２タッチ位置Ｐ２に近い２つの
外縁の各々から標準領域Ｒ２の外縁へ延びる垂線である。
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【００７４】
　図６を参照して説明したように、第３オブジェクト３３は、タッチ面２２１の右側の外
縁の近傍に配置される。したがって、ユーザーの右手ＲＨは、第３オブジェクト３３より
も右側及び下側に触れる可能性が高く、第３オブジェクト３３よりも左側及び上側に触れ
る可能性は低い。よって、誤入力抑制領域Ｒ１が、標準領域Ｒ２よりも右側及び下側の領
域に設定されることにより、誤入力の発生が抑制される。
【００７５】
　次に、図１２を参照して、実施形態２に係る誤入力抑制領域Ｒ１の他例について説明す
る。図１２は、実施形態２に係る誤入力抑制領域Ｒ１の他例を示す図である。詳しくは、
図１２は、第４オブジェクト３４が選択オブジェクト３０Ｓとして特定された時点の誤入
力抑制領域Ｒ１を示す。なお、図１２では、誤入力抑制領域Ｒ１を１点鎖線で囲み、標準
領域Ｒ２を２点鎖線で囲んでいる。また、誤入力抑制領域Ｒ１を斜めハッチングで示して
いる。
【００７６】
　図１２に示すように、タッチ面２２１は、誤入力抑制領域Ｒ１と、標準領域Ｒ２と、除
外領域Ｒ３とを含む。誤入力抑制領域Ｒ１は、標準領域Ｒ２と除外領域Ｒ３と以外の領域
である。図１２に示す標準領域Ｒ２は、図７を参照して説明した標準領域Ｒ２と略同じで
ある。図１２に示す例において、除外領域Ｒ３は、標準領域Ｒ２よりも上側の領域である
。誤入力抑制領域Ｒ１は、標準領域Ｒ２よりも下側の領域である。詳しくは、誤入力抑制
領域Ｒ１は、標準領域Ｒ２の外縁と、タッチ面２２１が有する４つの外縁のうち、第３タ
ッチ位置Ｐ３に最も近い外縁と、直線とで囲まれる。直線は、タッチ面２２１が有する４
つの外縁のうち、左右方向において互いに対向する２つの外縁を結ぶ直線である。
【００７７】
　図６を参照して説明したように、第４オブジェクト３４は、タッチ面２２１の下側の外
縁の近傍に配置される。したがって、ユーザーの右手ＲＨは、第４オブジェクト３４より
も下側に触れる可能性が高く、第３オブジェクト３３よりも上側に触れる可能性は低い。
よって、誤入力抑制領域Ｒ１が、標準領域Ｒ２よりも下側の領域に設定されることにより
、誤入力の発生が抑制される。
【００７８】
　制御部１０は、誤入力抑制領域を設定すると、タッチ操作が解除されるまで待機する（
図５のステップＳ３０２；Ｎｏ）。制御部１０は、タッチ操作が解除されたと判定すると
（図５のステップＳ３０２；Ｙｅｓ）、誤入力抑制領域を変化させる（図５のステップＳ
３０３）。詳しくは、制御部１０は、タッチ操作が解除されてからの経過時間に応じて誤
入力抑制領域を変化させる。
【００７９】
　以上、実施形態２について説明した。本実施形態によれば、タッチ位置に応じて、選択
オブジェクト３０Ｓとして特定された時点において設定される誤入力抑制領域Ｒ１の大き
さ及び形状の少なくとも一方が変化する。これにより、例えば、誤入力が発生する可能性
が低い領域に誤入力抑制領域Ｒ１が設定されることが抑制される。換言すると、誤入力抑
制領域Ｒ１が無駄に設定されることが抑制される。したがって、ユーザーの利便性が向上
する。
【００８０】
　なお、制御部１０は、タッチ位置に基づいて、誤入力抑制領域Ｒ１を設定する必要があ
るか否かを判定してもよい。記憶部９は、例えば、タッチ面２２１のうち、誤入力抑制領
域Ｒ１を設定する必要がない設定不要領域を示すデータを記憶する。設定不要領域を示す
データは、設定不要領域の始点を示す座標データと、設定不要領域の終点を示す座標デー
タとを含む。設定不要領域は、例えば、変更範囲よりもタッチ面２２１の外縁に近い領域
である。制御部１０は、タッチ位置を示す座標データが設定不要領域の範囲に含まれるか
否かを判定することにより、誤入力抑制領域Ｒ１を設定する必要があるか否かを判定して
もよい。これにより、誤入力抑制領域Ｒ１が無駄に設定されることが抑制され、制御部１
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０に余計な負荷がかかることが抑制される。
【００８１】
［実施形態３］
　続いて、図１～図１６を参照して、実施形態３に係る情報入力装置１００について説明
する。実施形態３は、被検知体の種類に応じて誤入力抑制領域が変更される点が実施形態
１及び実施形態２と異なる。以下、実施形態３について、実施形態１及び実施形態２と異
なる事項について説明し、実施形態１及び実施形態２と重複する部分についての説明は割
愛する。
【００８２】
　本実施形態において、制御部１０は、選択オブジェクト３０Ｓを特定すると、領域範囲
決定処理を実行する。領域範囲決定処理において、制御部１０は、被検知体の種類に応じ
て、選択オブジェクト３０Ｓを特定した時点において設定する誤入力抑制領域の大きさ及
び形状の少なくとも一方を変更する。詳しくは、制御部１０は、被検知体が右手、左手、
及びスタイラスのいずれかであるかに応じて、タッチ面２２１の一部に設定する誤入力抑
制領域の大きさ及び形状の少なくとも一方を変更する。
【００８３】
　図１３は、実施形態３に係る領域範囲決定処理を示すフローチャートである。図１３に
示すように、制御部１０は、被検知体種別を取得する（ステップＳ５０１）。制御部１０
は、例えば、記憶部９に記憶された被検知体種別データ（図２参照）を参照することによ
り、被検知体種別を取得する。次いで、制御部１０は、被検知体種別に応じて、誤入力抑
制領域を変更する。詳しくは、制御部１０は、誤入力抑制領域を設定する際に参照する設
定規則を被検知体の種別に対応する設定規則に変更して（ステップＳ５０２）、領域範囲
決定処理を終了する。以下、被検知体の種別に対応する設定規則を「第３規則」と記載す
る。
【００８４】
　第３規則は、被検知体種別に応じて、誤入力が発生しやすい領域を誤入力抑制領域とし
て設定するという規則である。第３規則は、被検知体種別と、被検知体種別の各々に対応
する誤入力抑制領域とを関連付ける。第３規則は、例えば、被検知体種別が右手である場
合、タッチ面２２１のうち、右手が接触しやすい領域を誤入力抑制領域として設定すると
いう規則である。また、第３規則は、被検知体種別が左手である場合、タッチ面２２１の
うち、左手が接触しやすい領域を誤入力抑制領域として設定するという規則である。更に
、第３規則は、被検知体種別がスタイラスである場合、タッチ面２２１のうち、スタイラ
スを握る手が接触しやすい領域を誤入力抑制領域に設定するという規則である。
【００８５】
　続いて、図１４～図１６を参照して、実施形態３に係る誤入力抑制領域Ｒ１について具
体的に説明する。図１４～図１６は、実施形態３に係る誤入力抑制領域Ｒ１の一例を示す
図である。詳しくは、図１４は、被検知体がユーザーの右手ＲＨである場合に設定される
誤入力抑制領域Ｒ１を示す。図１４において、ユーザーは、情報入力装置１００を右手Ｒ
Ｈで把持し、右手ＲＨの親指Ｈ１でタッチ面２２１をタッチする。図１５は、被検知体が
ユーザーの左手ＬＨである場合に設定される誤入力抑制領域Ｒ１を示す。図１５において
、ユーザーは、情報入力装置１００を左手ＬＨで把持し、左手ＬＨの親指Ｈ２でタッチ面
２２１をタッチする。図１６は、被検知体がスタイラスＳである場合に設定される誤入力
抑制領域Ｒ１を示す。図１６において、ユーザーは、右手ＲＨで把持したスタイラスＳで
タッチ面２２１をタッチする。以下、図１４～図１６に示すタッチ位置を「第４タッチ位
置Ｐ４」と記載する。図１４～図１６では、理解を容易にするために、被検知体（ユーザ
ーの右手ＲＨ、ユーザーの左手ＬＨ、及びスタイラスＳ）を２点鎖線で示している。また
、誤入力抑制領域Ｒ１を１点鎖線で囲み、標準領域Ｒ２を２点鎖線で囲んでいる。更に、
誤入力抑制領域Ｒ１を斜めハッチングで示している。
【００８６】
　図１４に示すように、被検知体がユーザーの右手ＲＨである場合、ユーザーの右手ＲＨ
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は、タッチ面２２１のうち右側の領域に誤って触れる可能性が高く、左側の領域に誤って
触れる可能性が低い。したがって、制御部１０は、第４タッチ位置Ｐ４よりも右側の領域
のうち、標準領域Ｒ２以外の領域を誤入力抑制領域Ｒ１に設定する。
【００８７】
　一方、図１５に示すように、被検知体がユーザーの左手ＬＨである場合、ユーザーの左
手ＬＨは、タッチ面２２１のうち左側の領域に誤って触れる可能性が高く、右側の領域に
誤って触れる可能性が低い。したがって、制御部１０は、第４タッチ位置Ｐ４よりも左側
の領域のうち、標準領域Ｒ２以外の領域を誤入力抑制領域Ｒ１に設定する。
【００８８】
　また、図１６に示すように、被検知体がスタイラスＳである場合、スタイラスＳを把持
する手は、タッチ面２２１のうち第４タッチ位置Ｐ４よりも斜め右下方の領域に誤って触
れる可能性が高く、タッチ面２２１のうち第４タッチ位置Ｐ４よりも上方の領域に誤って
触れる可能性が低い。したがって、制御部１０は、タッチ面２２１の第１タッチ位置Ｐ１
よりも斜め右下方のうち、標準領域Ｒ２以外の領域を誤入力抑制領域Ｒ１に設定する。
【００８９】
　以上、実施形態３について説明した。本実施形態によれば、被検知体の種別によって、
誤入力抑制領域Ｒ１が設定される。したがって、誤入力抑制領域Ｒ１が無駄に設定される
ことが抑制され、ユーザー利便性の低下を抑制することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態において、制御部１０は、記憶部９に記憶された被検知体種別データ
に基づいて被検知体の種別を判定したが、制御部１０は、タッチ面積、タッチ押圧力、及
びタッチ面積の形状に基づいて、被検知体の種別を判定してもよい。
【００９１】
　また、本実施形態において、スタイラスＳが右手ＲＨで把持される場合を説明したが、
スタイラスＳは、左手ＬＨで把持されてもよい。この場合、制御部１０は、タッチ面２２
１の第４タッチ位置Ｐ４よりも斜め左下方のうち、標準領域Ｒ２以外の領域を誤入力抑制
領域Ｒ１に設定する。なお、ユーザーは、右手ＲＨ又は左手ＬＨでスタイラスＳを把持す
ることを被検知体種別として設定してもよい。制御部１０は、スタイラスＳを右手ＲＨで
把持するか又は左手ＬＨで把持するかに応じて誤入力抑制領域Ｒ１を設定してもよい。
【００９２】
　以上、本発明の実施形態について、図面（図１～図１６）を参照しながら説明した。但
し、本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種
々の態様において実施することが可能である。また、上記の実施形態で示す構成は、一例
であって特に限定されるものではなく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々
の変更が可能である。
【００９３】
　例えば、本発明の実施形態において、オブジェクト３０の数が４つであったが、オブジ
ェクト３０の数は、オブジェクト３０は、複数であればよく、４つに限定されない。
【００９４】
　本発明の実施形態において、ディスプレー２１が液晶ディスプレーである場合を説明し
たが、ディスプレー２１は、液晶ディスプレーに限定されない。ディスプレー２１は、例
えば、有機ＥＬディスプレー（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）であってもよい。
【００９５】
　また、本発明の実施形態において、タッチセンサー２２が静電容量方式のタッチセンサ
ーである場合を説明したが、タッチセンサー２２は、静電容量方式のタッチセンサーに限
定されない。タッチセンサー２２は、例えば、抵抗膜方式のタッチセンサーであってもよ
い。
【００９６】
　また、本発明の実施形態において、タッチパネル２が上下方向に長い場合を説明したが
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の大きさ及び形状は、タッチパネル２の形状に応じて変更され得る。また、タッチ解除後
、誤入力抑制領域Ｒ１は、タッチパネル２の形状に応じて変化してもよい。
【００９７】
　また、本発明の実施形態では、情報入力装置１００が携帯型端末に適用される場合を説
明したが、情報入力装置１００は、例えば、複合機のような画像形成装置にも適用可能で
ある。
【００９８】
　また、各実施形態１～３において説明した事項は、適宜組み合わせ可能である。例えば
、実施形態２で説明した事項と、実施形態３で説明した事項とを組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、例えば、情報入力装置の分野に有用である。
【符号の説明】
【０１００】
２　　　　　タッチパネル
２１　　　　ディスプレー
２２　　　　タッチセンサー
１０　　　　制御部
１００　　　情報入力装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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